
町内会長会での【目安案】審議結果2025121１
■町内会よりの《1戸当たり》各種団体等へ負担額
城北地区各種団体 ２０１２年度 ２０２５年度 次年度 妥当な額 備 考

城北地区公民館運営費 450 450 450 市からの運営費のみでは不足

城北地区体育会費 300 300 本年度は助成なし ◇第５条－１：繰越金２〜３か月分の事業費 超

城北校区住民大運動会費 100 0 100 例年並みの規模で実施予定

社会福祉協議会会費 ５00 ６００ ６００ 負担金額等もあり、例年並みの規模

人権教育推進協議会費 50 0 本年度は助成なし ◇第５条－１：繰越金２〜３か月分の事業費 超

にぎわいフェスタ2025負担金 0 100 隔年開催：８年度実施なし

敬老会 戸数割り ２00 100 本年度は助成なし 「敬老の集い」に替わり実施していない
該当者割 ５０0 0 祝賀会の実施予定なし

城北太鼓振興会負担金 100 100 100 報告を前提：太鼓クラブの会計報告

城北地区地子連会費 160 160 本年度は助成なし ◇第５条－１：繰越金２〜３か月分の事業費 超

（城北地区子ども会指導者連絡協議会費） 繰越金使用は改善を前提：千代水地区負担金なし？

鳥取しゃんしゃん祭振興会費 200 100 100 有志の活動となり２年経過（要検証）。

傘修理費等の積み立てが必要

防災対策協議会会費 200 200 本年度は助成なし ◇第５条－１：繰越金２〜３か月分の事業費 超

まちづくり協議会会費 100 100 100 市からの運営費のみでは不足ぎみ

２９１０ ２２６０ １４５０ ＊１戸あたり８１０円 減
【城北地区全体】2260円×１７７２戸－１４５０円×１７７２戸＝１,４３５,３２０円減

■鳥取市自治連合会交付金よりの各種団体等への助成額
城北地区各種団体 2012年度 ２０２５年度 次年度 妥当な額 備 考

城北地区公民館 ７０，０００ ７０，０００ ７０，０００ 市からの運営費のみでは不足

青少年育成連絡協議会 ２０，０００ ５０，０００ ２０，０００ 自治連収入の減少により

運動会 １５，０００ １５，０００ １５，０００ 例年並みの規模で実施予定

廃棄物不法投棄監視員 １０，０００ １０，０００ 市からの助成を例年並み活動費を配分

交通安全協会城北支部 ２３０，０００ ２３０，０００ ２３０，０００ パト購入積み立て基金等適正に処理されている

健康づくり推進地区推進連絡協議会 ２０，０００ ２０，０００ ０ ◇第４条－３ 飲食を伴う全額を助成しない
地区社会福祉協 １５０，０００ １５０，０００ １５０，０００ 地区事業の負担等あり、例年並みの助成

食事サービス ７０，０００ ０

婦人の会 ３５，０００ ３５，０００ ０ ◇第３条－２ 特定の役員のみ助成対象外

老人クラブ ４５，０００ ４５，０００ ４５，０００ 公益的事業等実施されている

食生活改善 １５，０００ １５，０００ １５，０００ 意欲的に公益的事業等実施されている

地区人権教育 １０，０００ １０，０００ ０ ◇第５条－１：繰越金２〜３か月分の事業費 超

城北地区文化祭 １５０，０００ １５０，０００ １５０，０００ 例年並みの規模で実施予定（小規模開催）

顕彰する会 １００，０００ １００，０００ １００，０００ 年度により受賞者人数の変動あり積み立てが必要

いこいの家 １５０，０００ １５０，０００ １５０，０００ 活用頻度が高く、備品購入・継続維持管理が必要

1,０60,000 ９６５,０００ ＊９５,０００円 減


